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議案第４１号 

小田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

［改正理由］ 

  国民健康保険法施行令が一部改正され、国民健康保険の保険料において子ども・

子育て支援納付金賦課額が新設されるほか、所得の少ない世帯に対する保険料の軽

減措置が拡大されることに伴い、本市の保険料についてこれに応じた措置を講ずる

ため改正する。 

［内  容］ 

 １ 子ども・子育て支援納付金賦課額の新設 

  (1) 保険料の賦課額への追加（第１０条関係） 

保険料の賦課額に、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる

ための子ども・子育て支援納付金賦課額を追加することとする。 

   (2) 子ども・子育て支援納付金賦課総額（第１６条関係） 

     子ども・子育て支援納付金賦課総額は、当該年度における子ども・子育て支

援納付金の納付に要する費用の見込額からこれに係る当該年度における補助金、

貸付金等の収入の見込額を控除した額を基準として算定した額とすることとす

る。 

   (3) 子ども・子育て支援納付金賦課額（第１６条の２関係） 

     子ども・子育て支援納付金賦課額は、各世帯について算定した所得割額及び

被保険者均等割額の総額並びに世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属する

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日の翌日以後である被保険者について

算定した被保険者均等割額を加算した額とすることとする。 

(4) 子ども・子育て支援納付金賦課総額に対する割合等（第１６条の３及び第 

１６条の４関係） 

     子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額、被保険者均等割額及び世帯別

平等割額について、これらの子ども・子育て支援納付金賦課総額に対する割合

を次のように定めることとするほか、子ども・子育て支援納付金賦課額の算定

方法を、保険料の基礎賦課額に係る規定に準じて定めることとする。 

区        分 賦課総額に対する割合 
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所 得 割 １ ０ ０ 分 の ５ ５ 

被 保 険 者 均 等 割 １ ０ ０ 分 の ３ ０ 

世 帯 別 平 等 割 １ ０ ０ 分 の １ ５ 

   (5) 子ども・子育て支援納付金賦課限度額（第１６条の５関係） 

     子ども・子育て支援納付金賦課限度額は、国民健康保険法施行令に規定する

基準額（３万円）とすることとする。 

   (6) 子ども・子育て支援納付金賦課額の減額（第１９条の２～第１９条の２の４

関係） 

     世帯主等について算定した総所得金額等の合算額が一定の金額を超えない世

帯又は世帯に未就学児若しくは出産被保険者がある世帯に対する子ども・子育

て支援納付金賦課額の減額に係る基準を、保険料の基礎賦課額に係る規定に準

じて定めることとするほか、世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月３１日

以前である被保険者がある場合には、当該世帯の世帯主に対して賦課する子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額から当該被保険者に係る保険

料率に相当する額を減額することとする。 

  ２ 保険料の軽減対象の拡大（第１９条の２関係） 

保険料の基礎賦課額の軽減対象世帯の基準について、軽減判定所得の算定にお

いて被保険者の数に乗ずる金額を次のように引き上げることとする。 

区 分 改  正  後 改  正  前 

５割軽減の対象となる世帯 ３１万円 ３０万５，０００円 

２割軽減の対象となる世帯 ５７万円 ５６万円 

  ３ その他 

    規定を整備することとする。 

［適  用］ 

令和８年度以後の年度分の保険料について適用 


